
令和３年度 大分県宿泊業経営力強化事業 

 

    

補助対象事業者 旅館・ホテル等の宿泊業者 

補助対象事業 

対象は、次の①～③のすべてに該当する事業とします。 
①新しい旅のかたちや人手不足への対応、労働生産性の向上等、
自社の課題が明確になっており、その解決に資する取組であるこ
と。 
②業務改善や顧客ニーズを踏まえた取組等につなげるために専門
家等の助言や支援を受ける「アドバイザー派遣の取組」、または
施設や提供するサービスの新設・改善、業務の効率化や従業員
教育の充実等の「新たな取組」が含まれること（ＷＥＢサイト
の作成・改修など「情報発信の取組」を行う場合は、「新たな取
組」を含むこと）。 

③新たな経営革新計画につながる取組であること（事業採択後３
年以内の経営革新計画の策定を目指すこと）。 

補助率 １／２以内 

補助額等 

補助額：１７５万円以内 
※但し、「アドバイザー派遣の取組」は５０万円以内、「新たな取組」は１２５万

円以内とします。 

また、「情報発信の取組」（ＷＥＢサイトの作成、改修など）をあわせて行う場

合の補助上限額は２５０万円とします。（情報発信の取組に係る部分の補助上限

額は７５万円とします。） 

補助対象経費：アドバイザー派遣に係る経費、消耗品費、修繕料、役務費、委託 

料、使用料、備品購入費等 

公募期間 令和３年７月１日（木）～８月１６日（月） 

申込方法 

事業実施計画を作成し、持参又は郵送してください。 

※公募要領は、県庁ＨＰ（観光政策課のページ）からダウンロード 

して下さい。 

※応募に当たっては、令和３年７月３０日（金）までに当課あて 

事前相談を行ってください。事前相談がない場合の申請は受け付け 

できません。 

問合せ先 
大分県商工観光労働部観光局観光政策課（大分県庁本館７階） 
 TEL 097-506-2122  FAX 097-506-1729 

宿泊施設の経営力強化を支援します !! 
～大分県宿泊業経営力強化事業費補助金（第２次公募）のご案内～ 

自社の課題や新しい旅のかたちへの対応等、持続可能な経営に向け、観光客

受け入れに関する環境整備により経営力強化につなげる取組を広く公募し、そ

の取組に必要な費用を支援します。 

【事 例】アドバイザー支援による周辺環境を活かした新たなビジネスモデル構築事業 

・自施設が今後主なターゲットにしたい客層へのアプローチ手法などの助言 

・ターゲット層への訴求ポイントを踏まえた宿泊単価向上への設備投資 
 

【ポイント】課題設定の妥当性、取組の内容・妥当性、事業効果、働き方改革への取組 

などが審査のポイントになります。 

【制度の概要】 


